
 
 
 
 

 

【お問い合わせ先】 

 義援金は、被災時に居住していた市町村より配分されます。申請方法については、各市町村

へお問い合わせください。 

 ● 各市町村窓口    別紙「市町村問い合わせ先一覧」をご覧ください。 

● 福島県社会福祉課  ☎０２４－５２１－７３２２ 

 
 

国義援金 県義援金 

1世帯当たり
35万円

1世帯当たり 
5万円

1世帯当たり
18万円

1世帯当たり 
5万円

1世帯当たり
35万円

1世帯当たり 
5万円

（１） 死亡者 

（２） 行方不明者 

住家に居住して
いた世帯の者
（原則、世帯
主）

 平成２３年東日本大震災で被災された方々へのお見舞いとして、日本赤十字社等に

寄せられた義援金（国義援金）及び県へ寄せられた義援金（県義援金）を次のとお

り配分いたします。 
 

 

 

申 請 区 分 

○今回の震災により、生活の本拠としていた住家が全壊（焼）し
た世帯に対して支給します。（店舗、空き家は対象外）
○平成２３年３月１１日現在の世帯での判断となります。
○生活の本拠としていたかどうかは、住民登録、外国人登録、運
転免許証、住宅の賃貸借契約書等により判断することとなりま
す。 
○全壊（焼）の認定は、り災証明書と同じ基準で各市町村が行い
ます。

（４） 
東日本大震災に 
より住家が半壊 
（焼）した世帯 

（５） 

東京電力福島第 
1原子力発電所 
から３０ｋｍ圏 
内又は計画的避 
難区域にある世 
帯 

○今回の震災により、生活の本拠としていた住家が半壊（焼）し
た世帯に対して支給します。（店舗、空き家は対象外）
○平成２３年３月１１日現在の世帯での判断となります。
○生活の本拠としていたかどうかは、住民登録、外国人登録、運
転免許証、住宅の賃貸借契約書等により判断することとなりま
す。 
○半壊（焼）の認定は、り災証明書と同じ基準で各市町村が行い
ます。

○今回の震災により、東京電力福島第1原子力発電所から３０ｋ
ｍ圏内の区域及び計画的避難区域に生活の本拠としていた住家が
ある世帯に対して支給します。（店舗、空き家は対象外）
○平成２３年３月１１日現在の世帯での判断となります。
○生活の本拠としていたかどうかは、住民登録、外国人登録、運
転免許証、住宅の賃貸借契約書等により判断することとなりま
す。 
○対象区域の認定は、各市町村が行います。

（３） 
東日本大震災に 
より住家が全壊 
（焼）した世帯 

申請できる方

原則、直系の遺
族
（配偶者、子、
父母、孫及び祖
父母）

1人当たり
35万円

 

対   象

○被災地において生活していた事実が、住民登録、外国人登録、
運転免許証、家屋の賃貸借契約書等により証明され、かつ今回の
震災によって死亡した事実が、埋葬許可書、死亡診断書、住民票
除票等により証明されれば、支給されます。

○原則として震災後３月間その生死がわからない場合には、その
者は、今回の震災によって死亡したものと推定し、支給されま
す。 

※ 住宅被害 ( （３）、（４）)と原発関係（５）については、重複しての支給はできません。
※ （１）～（２）と（３）～（５）は、重複しての支給が可能です。

被災時に福島県内市町村に居住しており、東日本大震災により下表の申請区分に該当した場合に、

被災時に居住していた市町村へ申請することができます。 
※ なお、申請内容について、各市町村が確認、認定を行います。

 申請対象及び配分額

 

義援金第 1次配分のお知らせ 



【市町村問い合わせ先一覧】 
 
方部 市町村名 一般問い合わせ用電話番号 方部 市町村名 一般問い合わせ用電話番号 

白河市  ０２４８－２２－１１１１ 
南相馬市  

０２４４－２２－２１１１ 
福島市役所内出張所（４／２６開設） 

０２４－５３１－９３１１・９３１２ 西郷村  ０２４８－２５－１１１１ 

相馬市  ０２４４－３７－２１２１ 泉崎村  ０２４８－５３－２１１１ 

広野町 ※ ０２４６－４３－１３３０・１３３１ 中島村  ０２４８－５２－２１１１ 

楢葉町 ※ ０２４２－５６－２１５５ 矢吹町  ０２４８－４２－２１１１ 

富岡町 ※ ０１２０－３３６－４６６ 棚倉町  ０２４７－３３－２１１１ 

川内村 ※ ０２４－９４６－
３３７５・３３７８ 

３３８２・８８２８ 
矢祭町  ０２４７－４６－３１３１ 

大熊町 ※ ０２４２－２６－３８４４ 塙町  ０２４７－４３－２１１１ 

双葉町 ※ ０４８０－７３－６８８０ 

県
南
管
内 
鮫川村  ０２４７－４９－３１１１ 

浪江町 ※ ０２４３－４６－４７３１ ～ ４７３９ 会津若松市  ０２４２－３９－１１１１ 

葛尾村 ※ ０２４２－８３－０２７１ 喜多方市  ０２４１－２４－５２２１ 

新地町  ０２４４－６２－２１１１ 北塩原村  ０２４１－２３－３１１１ 

相
双
管
内 

飯舘村  
０２４４－４２－１６１１【平日昼間のみ】 

０２４４－４２－１６２６【24 時間対応】 西会津町  ０２４１－４５－２２１１ 

 

いわき市  ０２４６－２５－０５００ 磐梯町  ０２４２－７４－１２１１ 

福島市  ０２４－５３５－１１１１ 猪苗代町  ０２４２－６２－２１１１ 

二本松市  ０２４３－２３－１１１１ 会津坂下町  ０２４２－８４－１５０３ 

伊達市  ０２４－５７５－１１１１ 湯川村  ０２４１－２７－８８００ 

本宮市  ０２４３－３３－１１１１ 柳津町  ０２４１－４２－２１１２ 

桑折町  ０２４－５８２－２１１１ 三島町  ０２４１－４８－５５１１ 

国見町  ０２４－５８５－２１１１ 金山町  ０２４１－５４－５１１１ 

川俣町  ０２４－５６６－２１１１ 昭和村  ０２４１－５７－２１１１ 

県
北
管
内 

大玉村  ０２４３－４８－３１３１ 

会
津
管
内 

会津美里町  ０２４２－５５－１１２２ 

郡山市  ０２４－９２４－７１１１ 下郷町  ０２４１－６９－１１２２ 

須賀川市  ０２４８－７５－１１１１ 檜枝岐村  ０２４１－７５－２３１１ 

田村市  ０２４７－８１－２１１１ 只見町  ０２４１－８２－５０５０ 

鏡石町  ０２４８－６２－２１１１ 

南
会
津
管
内 南会津町  ０２４１－６２－６１００ 

天栄村  ０２４８－８２－２１１１  ※の表示のある町村は以下に役場機能が移転しています。 

石川町  ０２４７－２６－２１１１ 
広野町 ＦＤＫモジュールシステムテクノロジー㈱いわき工場社

屋内（いわき市常磐上湯長谷町釜の前 1番地） 

玉川村  ０２４７－５７－３１０１ 楢葉町 会津美里町本郷庁舎内（会津美里町字北川原 41） 

平田村  ０２４７－５５－３１１１ 富岡町 ビッグパレットふくしま内（郡山市南二丁目 52 番地） 

浅川町  ０２４７－３６－４１２１ 川内村 ビッグパレットふくしま内（郡山市南二丁目 52 番地） 

古殿町  ０２４７－５３－３１１１ 大熊町 
会津若松市役所追手町第二庁舎内 

(会津若松市追手町 2番 41 号) 

三春町  ０２４７－６２－２１１１ 双葉町 旧騎西高校（埼玉県加須市騎西 598-1） 

県
中
管
内 

小野町  ０２４７－７２－２１１１ 浪江町 二本松市役所東和支所内（二本松市針道字蔵下 22） 

    葛尾村 
旧福島地方法務局坂下出張所 

（会津坂下町稲荷塚 77） 

 


